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A1
地域の個性を守り、伝え、
活かします

長崎市歴史文化基本構想
平 成 27 年 度

～

長崎市の文化財を保護・継承し、個別ではなく一体的な保
存活用を図り、また、歴史文化を活かしたまちづくりにつな
げるための方針を定めるもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3602.html

A1
地域の個性を守り、伝え、
活かします

国指定史跡「出島和蘭商館
跡」復元整備計画

平 成 ８ 年 度
～

史跡「出島和蘭商館跡」の復元整備について、遺跡の保存
と公開計画、建物等の復元計画、展示活用計画、顕在化計
画の方針を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/2960.html

A1
地域の個性を守り、伝え、
活かします

国指定史跡「出島和蘭商館
跡」保存活用計画

平 成 28 年 度
～

史跡「出島和蘭商館跡」について、第Ⅲ期復元整備事業後
の平成28年以降の市の整備方針、方向性等を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/2960.html

A1
地域の個性を守り、伝え、
活かします

長崎市景観計画
平 成 23 年 度

～
長崎市における地域の特性を活かした景観づくりを総合的・
計画的に進めるための基本的な方針を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1905.html

A1
地域の個性を守り、伝え、
活かします

長崎市歴史的風致維持向上
計画

令 和 ２ 年 度
～

令 和 11 年 度

歴史まちづくり法に基づき、長崎市固有の「地域におけるそ
の固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動と、その活動
が行われる歴史上価値の高い歴史的建造物及びその周辺
の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地環境
（歴史的風致）」を維持向上していくための基本的な方策を
示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4460.html

A1
地域の個性を守り、伝え、
活かします

環長崎港夜間景観向上基本
計画

平 成 29 年 度
～

長崎の歴史や文化を感じ、市民に愛されるふるさとの風景
となる夜景づくりを通じて「世界一の夜景都市」となることを
目指し、遠景及び中・近景の夜間景観の向上を図るための
基本的な方策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3946.html

A1
地域の個性を守り、伝え、
活かします

世界遺産推薦書（明治日本の
産業革命遺産 製鉄・製鋼、造
船、石炭産業）

平 成 27 年 度
～

「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」
の顕著な普遍的価値（OUV）の証明、保護・管理計画などを
論理的に示すもの。

https://www.cas.go.jp/jp/sangyousekaiisan/index.html

A1
地域の個性を守り、伝え、
活かします

修復・公開活用計画（明治日
本の産業革命遺産 製鉄・製
鋼、造船、石炭産業）

平 成 28 年 度
～

「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」
の構成資産の修復・公開活用に向けた計画を示すもの。

https://www.cas.go.jp/jp/sangyousekaiisan/state_of_cons
ervation_report.html

A1
地域の個性を守り、伝え、
活かします

世界遺産推薦書（長崎と天草
地方の潜伏キリシタン関連遺
産）

平 成 29 年 度
～

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の顕著な普遍
的価値（OUV）の証明、保護・管理計画などを論理的に示す
もの。

https://kirishitan.jp/recommendation

A1
地域の個性を守り、伝え、
活かします

長崎と天草地方の潜伏キリシ
タン関連遺産包括的保存管
理計画

平 成 26 年 度
～

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成資産
全体及びそれらの周辺環境も含め、一体的な保護の在り方
及びその方法並びに推進体制を含む全体の保存管理体制
を示すもの。

https://kirishitan.jp/recommendation

後期基本計画の各施策に関連する個別計画のうち、各分野における大きな方針や方向性等を定めた計画の一覧です。

Ａ
私たちは「独
自の歴史・
文化を活か
し、多様な交
流と満足を
生み出すま
ち」をめざし

ます
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後期基本計画の各施策に関連する個別計画のうち、各分野における大きな方針や方向性等を定めた計画の一覧です。

A2
交流のための都市機能を
高め、賑わいを創出し、観
光まちづくりを進めます

第二次 長崎市観光・ＭＩＣＥ戦
略

令 和 ８ 年
～

令 和 12 年

交流人口の拡大による経済活性化と市民生活との調和を
図るため、行政、事業者、ＤＭＯ、市民など多様な関係者が
めざすべきビジョンを共有し、そのビジョンを達成するための
基本的な方向性や重点的に進めるべき取組みの指針を示
すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4812.html

A3
国際交流を推進し、互いの
文化を理解することで、国
際性を豊かにします

第５次長崎市教育振興基本
計画

令 和 ８ 年 度
～

令和１１年度

「教育基本法」に基づき、地域の実情に応じた教育の振興
のための施策に関する基本的な計画を定めるもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1389.html

A3
国際交流を推進し、互いの
文化を理解することで、国
際性を豊かにします

第３次長崎市人権教育・啓発
に関する基本計画

令 和 ４ 年 度
～

令 和 12 年 度

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき、
本市の人権教育・啓発の総合的な推進策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3914.html

B1 被爆の実相を伝え続けます
長崎市歴史文化基本構想【再
掲】

平 成 27 年 度
～

長崎市の文化財を保護・継承し、個別ではなく一体的な保
存活用を図り、また、歴史文化を活かしたまちづくりにつな
げるための方針を定めるもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3602.html

B2
核兵器廃絶の実現に向け
行動するとともに、平和の
文化を醸成します

長崎市芸術文化振興プラン
令 和 ７ 年 度

～
長崎市の芸術文化活動の振興に関する様々な施策を総合
的かつ計画的に推進していくための方策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/52232.html

C1
地場事業者の成長を支援し
ます

第二次 長崎市観光・ＭＩＣＥ戦
略【再掲】

令 和 ８ 年
～

令 和 12 年

交流人口の拡大による経済活性化と市民生活との調和を
図るため、行政、事業者、ＤＭＯ、市民など多様な関係者が
めざすべきビジョンを共有し、そのビジョンを達成するための
基本的な方向性や重点的に進めるべき取組みの指針を示
すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4812.html

C1
地場事業者の成長を支援し
ます

長崎市中心市街地活性化基
本計画（第３期）

令 和 ８ 年 度
～

令 和 12 年 度

都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的
に推進するための方策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/77906.html

C1
地場事業者の成長を支援し
ます

第六次長崎市経済成長戦略
令 和 ８ 年 度

～
令 和 12 年 度

地域経済の成長戦略として長崎市全体としてのめざすべき
方向性や基本方針を示したうえで、その実現に向けて長崎
市において特に重点的に取り組む分野や施策を取りまとめ
たもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/2408.html

C1
地場事業者の成長を支援し
ます

第二次長崎市農業振興計画
［前期計画］

令 和 ４ 年 度
～

令 和 ８ 年 度

長崎市の農業を次世代につながる産業として育成するた
め、農業振興における取組みの方向性を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5251.html

C1
地場事業者の成長を支援し
ます

第４次長崎市水産振興計画
令 和 ４ 年 度

～
令 和 ８ 年 度

長崎市の水産業を環境変化に強く活気のある持続可能な
産業にするため、水産振興における取組みの方向性を示す
もの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5231.html

C1
地場事業者の成長を支援し
ます

長崎市ＤＸ推進計画
令 和 ４ 年 度

～
令 和 12 年 度

市民の暮らしやすさや訪れる人の過ごしやすさに貢献する
ため、様々な先端技術を活用し、地域経済の発展と地域課
題の解決を実現する「都市のデジタル化」と、業務等を標準
化することで持続可能な形で行政サービスを提供していく
「行政のデジタル化」を戦略的かつ計画的に推進するため
の基本方針と具体的施策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5249.html

Ａ
私たちは「独
自の歴史・
文化を活か
し、多様な交
流と満足を
生み出すま
ち」をめざし

ます

Ｂ
私たちは「平
和を愛し、平
和の文化を
育むまち」を
めざします

Ｃ
私たちは「人
や企業に選
ばれ、産業
が進化し続
けるまち」を
めざします
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C2
新たな産業活力を生み出し
ます

長崎市中心市街地活性化基
本計画（第３期）【再掲】

令 和 ８ 年 度
～

令 和 12 年 度

都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的
に推進するための方策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/77906.html

C2
新たな産業活力を生み出し
ます

第六次長崎市経済成長戦略
【再掲】

令 和 ８ 年 度
～

令 和 12 年 度

地域経済の成長戦略として長崎市全体としてのめざすべき
方向性や基本方針を示したうえで、その実現に向けて長崎
市において特に重点的に取り組む分野や施策を取りまとめ
たもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/2408.html

C2
新たな産業活力を生み出し
ます

長崎市ＤＸ推進計画【再掲】
令 和 ４ 年 度

～
令 和 12 年 度

市民の暮らしやすさや訪れる人の過ごしやすさに貢献する
ため、様々な先端技術を活用し、地域経済の発展と地域課
題の解決を実現する「都市のデジタル化」と、業務等を標準
化することで持続可能な形で行政サービスを提供していく
「行政のデジタル化」を戦略的かつ計画的に推進するため
の基本方針と具体的施策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5249.html

C3
水産農林業を環境変化に
強く次世代につながる持続
可能な産業にします

第六次長崎市経済成長戦略
【再掲】

令 和 ８ 年 度
～

令 和 12 年 度

地域経済の成長戦略として長崎市全体としてのめざすべき
方向性や基本方針を示したうえで、その実現に向けて長崎
市において特に重点的に取り組む分野や施策を取りまとめ
たもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/2408.html

C3
水産農林業を環境変化に
強く次世代につながる持続
可能な産業にします

第二次長崎市農業振興計画
［前期計画］【再掲】

令 和 ４ 年 度
～

令 和 ８ 年 度

長崎市の農業を次世代につながる産業として育成するた
め、農業振興における取組みの方向性を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5251.html

C3
水産農林業を環境変化に
強く次世代につながる持続
可能な産業にします

第４次長崎市水産振興計画
【再掲】

令 和 ４ 年 度
～

令 和 ８ 年 度

長崎市の水産業を環境変化に強く活気のある持続可能な
産業にするため、水産振興における取組みの方向性を示す
もの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5231.html

C3
水産農林業を環境変化に
強く次世代につながる持続
可能な産業にします

長崎市ＤＸ推進計画【再掲】
令 和 ４ 年 度

～
令 和 12 年 度

市民の暮らしやすさや訪れる人の過ごしやすさに貢献する
ため、様々な先端技術を活用し、地域経済の発展と地域課
題の解決を実現する「都市のデジタル化」と、業務等を標準
化することで持続可能な形で行政サービスを提供していく
「行政のデジタル化」を戦略的かつ計画的に推進するため
の基本方針と具体的施策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5249.html

D1
ゼロカーボンシティ長崎の
実現に向けた取組みを進め
ます

長崎市第三次環境基本計画
令 和 ４ 年 度

～
令 和 12 年 度

「長崎市環境基本条例」に基づき、長崎市の環境の保全と
創造に関する施策を総合的かつ計画的に進めるために、市
民・団体、事業者、市役所が一体となって取り組むための方
策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1850.html

D1
ゼロカーボンシティ長崎の
実現に向けた取組みを進め
ます

長崎広域連携中枢都市圏地
球温暖化対策実行計画【区域
施策編】

令 和 ５ 年 度
～

令 和 12 年 度

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、市域全
体の温室効果ガスの排出量削減を推進するために、市民、
事業者、行政が一体となって取り組むための方策を示すも
の。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5894.html

Ｃ
私たちは「人
や企業に選
ばれ、産業
が進化し続
けるまち」を
めざします

Ｄ
私たちは「環
境と調和した
持続可能な
まち」をめざ

します
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D1
ゼロカーボンシティ長崎の
実現に向けた取組みを進め
ます

長崎市地球温暖化対策実行
計画【事務事業編】（長崎市役
所地球温暖化防止率先行動
計画） ）

平 成 25 年 度
～

令 和 12 年 度

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、長崎市
役所の全ての事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出
量を削減するために、長崎市が率先して取り組むための方
策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5894.html

D2
自然環境や資源を守り大切
にする社会の実現に向けた
取組みを進めます

長崎市第三次環境基本計画
【再掲】

令 和 ４ 年 度
～

令 和 12 年 度

「長崎市環境基本条例」に基づき、長崎市の環境の保全と
創造に関する施策を総合的かつ計画的に進めるために、市
民・団体、事業者、市役所が一体となって取り組むための方
策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1850.html

D2
自然環境や資源を守り大切
にする社会の実現に向けた
取組みを進めます

長崎市一般廃棄物処理基本
計画
（ごみ処理基本計画）

平 成 24 年 度
～

令 和 ８ 年 度

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、一般廃
棄物（ごみ）の処理に関する方針を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3523.html

D2
自然環境や資源を守り大切
にする社会の実現に向けた
取組みを進めます

長崎市一般廃棄物処理基本
計画
（生活排水処理基本計画）

令 和 ６ 年 度
～

令 和 20 年 度

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、一般廃
棄物（し尿及び生活雑排水）の処理に関する方針を示すも
の。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3524.html

D2
自然環境や資源を守り大切
にする社会の実現に向けた
取組みを進めます

長崎市災害廃棄物処理計画
令 和 ３ 年 度

～

災害時における廃棄物の迅速かつ適正な処理を確保し、市
民生活の早期復旧・復興を図るため、災害廃棄物の処理に
関する基本的な考え方等を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5038.html

E1
地域の連携・協力を促進
し、防災体制を充実します

長崎市災害廃棄物処理計画
【再掲】

令 和 ３ 年 度
～

災害時における廃棄物の迅速かつ適正な処理を確保し、市
民生活の早期復旧・復興を図るため、災害廃棄物の処理に
関する基本的な考え方等を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5038.html

E1
地域の連携・協力を促進
し、防災体制を充実します

長崎市国土強靱化地域計画
令 和 ８ 年 度

～
令 和 12 年 度

「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等
に資する国土強靱化基本法」第13条に基づき、自然災害が
頻発化、激甚化するなか、いかなる災害が起きても「致命的
な被害を負わない強さ」と「速やかに回復するしなやかさ」を
もった地域を構築するため、事前防災・減災と迅速な復旧・
復興に資する施策を、まちづくり政策や産業政策も含めた
総合的な取組として計画的に実施するための指針となるも
の。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4468.html

E1
地域の連携・協力を促進
し、防災体制を充実します

長崎市地域防災計画
昭 和 39 年 度

～

「災害対策基本法」に基づき、市民の生命、身体及び財産を
災害から守るため、災害に備える「予防」、災害時の「応急
対策」、災害後の「復旧復興対策」の大綱を定めるもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3672.html

E1
地域の連携・協力を促進
し、防災体制を充実します

長崎市耐震改修促進計画
令 和 ８ 年 度

～
令 和 12 年 度

建築物の耐震化を促進し、地震による建物の被害及び市民
の人命や財産の損失を未然に防止するための施策等を定
めたもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1953.html

E2
犯罪、事故などのトラブル
に遭わない地域をつくりま
す

第５次長崎市安全・安心まち
づくり行動計画

令 和 ８ 年 度
～

令 和 12 年 度

「長崎市安全・安心まちづくり推進条例」を踏まえ、犯罪のな
い安全で安心なまちづくりの総合的かつ計画的な推進を図
るための方策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4226.html

Ｄ
私たちは「環
境と調和した
持続可能な
まち」をめざ

します

Ｅ
私たちは「だ
れもが安全
安心で快適
に暮らし続け
られるまち」
をめざします

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5894.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1850.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3523.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3524.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5038.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5038.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4468.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3672.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1953.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4226.html
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E2
犯罪、事故などのトラブル
に遭わない地域をつくりま
す

長崎市犯罪被害者等支援計
画

令 和 ４ 年 度
～

令 和 ８ 年 度

「長崎市犯罪被害者等支援条例」に基づき、犯罪被害者等
の支援の総合的かつ計画的な推進を図るための方策を示
すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5317.html

E2
犯罪、事故などのトラブル
に遭わない地域をつくりま
す

第二次長崎市再犯防止推進
計画

令 和 ８ 年 度
～

令 和 12 年 度

「再犯の防止等の推進に関する法律」を踏まえ、再犯防止
の総合的かつ計画的な推進を図るための方策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5316.html

E2
犯罪、事故などのトラブル
に遭わない地域をつくりま
す

長崎市こども計画
令 和 ７ 年 度

～
令 和 12 年 度

「こども基本法」に基づき、こどもや若者の意見を反映させな
がら、長崎市のこども・子育てに関する基本的な方針、施策
の方向性を示すものであり、既存の長崎市子ども・子育て支
援事業計画及び長崎市貧困対策推進計画を包含するも
の。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/site/e-kao/6506.html

E3
快適な暮らしやすい市街地
を形成します

長崎市都市計画マスタープラ
ン

平 成 28 年 度
～

令 和 17 年 度

「都市計画法」に基づく「市町村の都市計画に関する基本的
な方針」として、都市の将来像（全体構想、地区別構想）と都
市づくりの進め方を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/2252.html

E3
快適な暮らしやすい市街地
を形成します

長崎市立地適正化計画
平 成 30 年 度

～
令 和 17 年 度

長崎らしい「集約（コンパクト）と連携（ネットワーク）」の都市
実現のため、市民にとって安全・安心で快適な暮らしが続け
られる都市づくりの具体的な取組みを示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3883.html

E3
快適な暮らしやすい市街地
を形成します

長崎市住生活基本計画
令 和 ３ 年 度

～
令 和 12 年 度

「住生活基本法」に基づき、長崎市の地域特性に応じた住ま
いづくり・まちづくりを総合的かつ計画的に推進するための
方策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3909.html

E3
快適な暮らしやすい市街地
を形成します

長崎市空家等対策計画
令 和 ８ 年 度

～
令 和 12 年 度

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、空家
等に関する対策の総合的かつ計画的な推進を図るための
基本方針等を定めたもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3864.html

E3
快適な暮らしやすい市街地
を形成します

長崎市耐震改修促進計画【再
掲】

令 和 ８ 年 度
～

令 和 12 年 度

建築物の耐震化を促進し、地震による建物の被害及び市民
の人命や財産の損失を未然に防止するための施策等を定
めたもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1953.html

E3
快適な暮らしやすい市街地
を形成します

長崎市バリアフリーマスター
プラン・長崎市第２期バリアフ
リー基本構想

令 和 ３ 年 度
～

令 和 12 年 度

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法
律」に基づき、本市のバリアフリー化を推進していくため、バ
リアフリー化の考え方や具体的な事業を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5149.html

E3
快適な暮らしやすい市街地
を形成します

「長崎市中央部・臨海地域」都
市・居住環境整備基本計画

平 成 21 年 度
～

観光立国を牽引する重要な地域として、指定を受けた「長崎
市中央部・臨海地域」の都市再生を推進するための整備方
針を示すもの。

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/toshikei
kaku-kokudoriyo/chuou/kihonkeikaku-chuou/

E3
快適な暮らしやすい市街地
を形成します

長崎市駐車場整備計画
令 和 ３ 年 度

～
令 和 12 年 度

「駐車場法」に基づき、本市の駐車場整備等に関する基本
方針や施策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5119.html

Ｅ
私たちは「だ
れもが安全
安心で快適
に暮らし続け
られるまち」
をめざします

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5317.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5316.html
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E3
快適な暮らしやすい市街地
を形成します

長崎市上下水道事業マスター
プラン2025

令 和 ７ 年 度
～

令 和 16 年 度

市民生活に必要不可欠なライフラインである上下水道を、
将来にわたって安定的に運営し、次世代につなげていくた
め、本市上下水道事業の目指すべき方向性を明らかにし、
長期的に取り組むべき経営課題に対する施策等を示すた
めに策定するものであり、国の新水道ビジョン及び新下水道
ビジョン等の趣旨を踏まえた「基本計画」、また、経営基盤の
強化と財政マネジメントの向上を図るための「経営戦略」とし
て位置付けるもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/51954.html

E3
快適な暮らしやすい市街地
を形成します

長崎都心まちづくり構想
令 和 ６ 年 度

～

持続可能な都市としてあり続けるために、新たな拠点で生ま
れる賑わいをまちなかを含む都心部全体に波及させ、本構
想を関係する全ての人と共有し、将来も賑やかで暮らしや
すいまちづくりを進めていくための指針となるもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/6143.html

E4
移動しやすい環境をつくり
ます

長崎市中心市街地活性化基
本計画（第３期）【再掲】

令 和 ８ 年 度
～

令 和 12 年 度

都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的
に推進するための方策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/77906.html

E4
移動しやすい環境をつくり
ます

長崎市国土強靱化地域計画
【再掲】

令 和 ８ 年 度
～

令 和 12 年 度

「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等
に資する国土強靱化基本法」第13条に基づき、自然災害が
頻発化、激甚化するなか、いかなる災害が起きても「致命的
な被害を負わない強さ」と「速やかに回復するしなやかさ」を
もった地域を構築するため、事前防災・減災と迅速な復旧・
復興に資する施策を、まちづくり政策や産業政策も含めた
総合的な取組として計画的に実施するための指針となるも
の。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4468.html

E4
移動しやすい環境をつくり
ます

長崎市都市計画マスタープラ
ン【再掲】

平 成 28 年 度
～

令 和 17 年 度

「都市計画法」に基づく「市町村の都市計画に関する基本的
な方針」として、都市の将来像（全体構想、地区別構想）と都
市づくりの進め方を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/2252.html

E4
移動しやすい環境をつくり
ます

長崎市立地適正化計画　【再
掲】

平 成 30 年 度
～

令 和 17 年 度

長崎らしい「集約（コンパクト）と連携（ネットワーク）」の都市
実現のため、市民にとって安全・安心で快適な暮らしが続け
られる都市づくりの具体的な取組みを示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3883.html

E4
移動しやすい環境をつくり
ます

長崎市バリアフリーマスター
プラン・長崎市第２期バリアフ
リー基本構想【再掲】

令 和 ３ 年 度
～

令 和 12 年 度

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法
律」に基づき、本市のバリアフリー化を推進していくため、バ
リアフリー化の考え方や具体的な事業を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5149.html

E4
移動しやすい環境をつくり
ます

長崎市公共交通総合計画
令 和 ２ 年 度

～
令 和 17 年 度

将来のまちづくりや市民の利益の確保を見据えて、持続可
能な公共交通機関へと転換していくため、行政と事業者や
関係者が連携・協力し、取り組むべき方向性を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4522.html

Ｅ
私たちは「だ
れもが安全
安心で快適
に暮らし続け
られるまち」
をめざします

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/51954.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/6143.html
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E4
移動しやすい環境をつくり
ます

長崎市地域公共交通計画
令 和 ８ 年 度

～
令 和 12 年 度

国が定める基本方針及び令和８年３月に策定した長崎市公
共交通総合計画に基づき、行政と事業者や関係者が連携・
協力し、公共交通ネットワークのあるべき姿を明らかにしつ
つ、取り組むべき実施施策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5060.html

E4
移動しやすい環境をつくり
ます

長崎市第５期障害者基本計
画

令 和 ６ 年 度
～

令 和 10 年 度

「障害者基本法」に基づき、長崎市の障害者施策にかかわ
る理念や基本的な方針、施策の方向性を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4319.html

E4
移動しやすい環境をつくり
ます

長崎都心まちづくり構想【再
掲】

令 和 ６ 年 度
～

持続可能な都市としてあり続けるために、新たな拠点で生ま
れる賑わいをまちなかを含む都心部全体に波及させ、本構
想を関係する全ての人と共有し、将来も賑やかで暮らしや
すいまちづくりを進めていくための指針となるもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/6143.html

E4
移動しやすい環境をつくり
ます

長崎市橋梁長寿命化修繕計
画

平 成 22 年 度
～

本市が所有する橋梁について、これまでの事後保全的な対
応から計画的かつ予防的な対応に転換し、長寿命化による
コスト縮減を図るための修繕計画を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/51001.html

F1
人権が尊重され、様々な分
野で男女が参画するまちづ
くりを進めます

第３次長崎市人権教育・啓発
に関する基本計画【再掲】

令 和 ４ 年 度
～

令 和 12 年 度

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき、
本市の人権教育・啓発の総合的な推進方策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3914.html

F1
人権が尊重され、様々な分
野で男女が参画するまちづ
くりを進めます

第３次長崎市男女共同参画
計画

令 和 ４ 年 度
～

令 和 12 年 度

「男女共同参画社会基本法」に基づき、男女共同参画の推
進に関する施策の総合的かつ計画的な推進方策を示すも
の。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1025.html

F1
人権が尊重され、様々な分
野で男女が参画するまちづ
くりを進めます

長崎市こども計画【再掲】
令 和 ７ 年 度

～
令 和 12 年 度

「こども基本法」に基づき、こどもや若者の意見を反映させな
がら、長崎市のこども・子育てに関する基本的な方針、施策
の方向性を示すものであり、既存の長崎市子ども・子育て支
援事業計画及び長崎市貧困対策推進計画を包含するも
の。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/site/e-kao/6506.html

F1
人権が尊重され、様々な分
野で男女が参画するまちづ
くりを進めます

長崎市第５期障害者基本計
画【再掲】

令 和 ６ 年 度
～

令和１０年度

「障害者基本法」に基づき、長崎市の障害者施策にかかわ
る理念や基本的な方針、施策の方向性を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4319.html

F1
人権が尊重され、様々な分
野で男女が参画するまちづ
くりを進めます

長崎市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画（第９期）

令 和 ６ 年 度
～

令 和 ８ 年 度

「老人福祉法」及び「介護保険法」に基づき、高齢者に対す
る保健福祉施策（介護保険制度の円滑な運営をめざし、適
切なサービスの確保のための方策を含む。）を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/6124.html

F2
高齢者が安心して自分らし
い暮らしを続けられる地域
づくりを進めます

長崎市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画（第９期）
【再掲】

令 和 ６ 年 度
～

令 和 ８ 年 度

「老人福祉法」及び「介護保険法」に基づき、高齢者に対す
る保健福祉施策（介護保険制度の円滑な運営をめざし、適
切なサービスの確保のための方策を含む。）を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/6124.html

Ｅ
私たちは「だ
れもが安全
安心で快適
に暮らし続け
られるまち」
をめざします

Ｆ
私たちは「み
んなで支え

合い、だれも
が健康にい
きいきと暮ら
せるまち」を
めざします

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5060.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4319.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/6143.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/51001.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3914.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1025.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/site/e-kao/6506.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4319.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/6124.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/6124.html
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後期基本計画の各施策に関連する個別計画のうち、各分野における大きな方針や方向性等を定めた計画の一覧です。

F2
高齢者が安心して自分らし
い暮らしを続けられる地域
づくりを進めます

みんなで、す～で！長崎虹色
プロジェクト【長崎市地域まち
づくり計画】【再掲】

令 和 ８ 年 度
～

令 和 12 年 度

長崎市よかまちづくり基本条例の趣旨にのっとり、安定的か
つ持続可能な地域におけるまちづくりをさらに進めていくた
め、目指す地域の姿やその実現に向けた支援策などを示す
もの。
※社会福祉法に基づく地域福祉計画を包含

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4757.html

F3
障害者が安心して自分らし
く暮らせるまちづくりを進め
ます

長崎市地域防災計画　【再
掲】

昭 和 39 年 度
～

「災害対策基本法」に基づき、市民の生命、身体及び財産を
災害から守るため、災害に備える「予防」、災害時の「応急
対策」、災害後の「復旧復興対策」の大綱を定めるもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3672.html

F3
障害者が安心して自分らし
く暮らせるまちづくりを進め
ます

第５次長崎市安全・安心まち
づくり行動計画【再掲】

令 和 ８ 年 度
～

令 和 12 年 度

「長崎市安全・安心まちづくり推進条例」を踏まえ、犯罪のな
い安全で安心なまちづくりの総合的かつ計画的な推進を図
るための方策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4226.html

F3
障害者が安心して自分らし
く暮らせるまちづくりを進め
ます

長崎市住生活基本計画【再
掲】

令 和 ３ 年 度
～

令 和 12 年 度

「住生活基本法」に基づき、長崎市の地域特性に応じた住ま
いづくり・まちづくりを総合的かつ計画的に推進するための
方策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3909.html

F3
障害者が安心して自分らし
く暮らせるまちづくりを進め
ます

長崎市バリアフリーマスター
プラン・長崎市第２期バリアフ
リー基本構想【再掲】

令 和 ３ 年 度
～

令 和 12 年 度

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法
律」に基づき、本市のバリアフリー化を推進していくため、バ
リアフリー化の考え方や具体的な事業を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5149.html

F3
障害者が安心して自分らし
く暮らせるまちづくりを進め
ます

第３次長崎市人権教育・啓発
に関する基本計画【再掲】

令 和 ４ 年 度
～

令 和 12 年 度

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき、
本市の人権教育・啓発の総合的な推進策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3914.html

F3
障害者が安心して自分らし
く暮らせるまちづくりを進め
ます

長崎市第５期障害者基本計
画【再掲】

令 和 ６ 年 度
～

令 和 10 年 度

「障害者基本法」に基づき、長崎市の障害者施策にかかわ
る理念や基本的な方針、施策の方向性を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4319.html

F3
障害者が安心して自分らし
く暮らせるまちづくりを進め
ます

長崎市第７期障害福祉計画・
第３期障害児福祉計画

令 和 ６ 年 度
～

令 和 ８ 年 度

「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」に基づき、障害者・
児の障害福祉サービス等の種類ごとの必要量の見込み及
び必要な見込量の確保のための方策等に関する事項を定
めるもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4094.html

F3
障害者が安心して自分らし
く暮らせるまちづくりを進め
ます

長崎市こども計画【再掲】
令 和 ７ 年 度

～
令 和 12 年 度

「こども基本法」に基づき、こどもや若者の意見を反映させな
がら、長崎市のこども・子育てに関する基本的な方針、施策
の方向性を示すものであり、既存の長崎市子ども・子育て支
援事業計画及び長崎市貧困対策推進計画を包含するも
の。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/site/e-kao/6506.html

F3
障害者が安心して自分らし
く暮らせるまちづくりを進め
ます

第３次健康長崎市民21
令 和 ６ 年 度

～
令 和 17 年 度

「健康増進法」に基づく長崎市の健康増進計画であり、「健
康日本21（第三次）」、「健康ながさき21（第3次）」を勘案し、
健康寿命の延伸、ライフコースアプローチを踏まえた健康づ
くりの推進に関する総合的・計画的な施策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3276.html

F3
障害者が安心して自分らし
く暮らせるまちづくりを進め
ます

第５次長崎市教育振興基本
計画【再掲】

令 和 ８ 年 度
～

令和１１年度

「教育基本法」に基づき、地域の実情に応じた教育の振興
のための施策に関する基本的な計画を定めるもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1389.html

Ｆ
私たちは「み
んなで支え

合い、だれも
が健康にい
きいきと暮ら
せるまち」を
めざします

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4757.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3672.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4226.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3909.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5149.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3914.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4319.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4094.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/site/e-kao/6506.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3276.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1389.html
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F3
障害者が安心して自分らし
く暮らせるまちづくりを進め
ます

障害者活躍推進計画
令 和 ７ 年 度

～
令 和 11 年 度

採用した障害者である職員の活躍に向け、更なる体制整備
や各種取組を定め、本計画のもと、障害のある職員を含む
全ての職員が働きやすい職場づくりに向けて取組みを示す
もの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/475
68.pdf

F4
こどもが夢や希望を持って
健やかに成長できるまちづ
くりを進めます

長崎市こども計画【再掲】
令 和 ７ 年 度

～
令 和 12 年 度

「こども基本法」に基づき、こどもや若者の意見を反映させな
がら、長崎市のこども・子育てに関する基本的な方針、施策
の方向性を示すものであり、既存の長崎市子ども・子育て支
援事業計画及び長崎市貧困対策推進計画を包含するも
の。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/site/e-kao/6506.html

F7
こころもからだも健康で安心
して暮らせるまちづくりを進
めます

長崎市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画（第９期）
【再掲】

令 和 ６ 年 度
～

令 和 ８ 年 度

「老人福祉法」及び「介護保険法」に基づき、高齢者に対す
る保健福祉施策（介護保険制度の円滑な運営をめざし、適
切なサービスの確保のための方策を含む。）を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/6124.html

F7
こころもからだも健康で安心
して暮らせるまちづくりを進
めます

第３次健康長崎市民21【再
掲】

令 和 ６ 年 度
～

令 和 17 年 度

「健康増進法」に基づく長崎市の健康増進計画であり、「健
康日本21（第三次）」、「健康ながさき21（第３次）」を勘案し、
健康寿命の延伸、ライフコースアプローチを踏まえた健康づ
くりの推進に関する総合的・計画的な施策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3276.html

F7
こころもからだも健康で安心
して暮らせるまちづくりを進
めます

第４次長崎市食育推進計画
令 和 ４ 年 度

～
令 和 ８ 年 度

「食育基本法」に基づく計画であり、「第４次食育推進基本計
画」、「第４次長崎県食育推進計画」の趣旨及び各種指針を
踏まえ、長崎市の特色を生かした「食育」の推進に関する総
合的・計画的な施策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3885.html

F7
こころもからだも健康で安心
して暮らせるまちづくりを進
めます

第２期長崎市自殺対策計画
令 和 ６ 年 度

～
令 和 10 年 度

「自殺対策基本法」に基づく国の「自殺総合対策大綱」及び
「長崎県自殺総合対策5カ年計画」を踏まえ、誰も自殺に追
い込まれることのない社会の実現を目指し、具体的な行動
計画を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/6127.html

F7
こころもからだも健康で安心
して暮らせるまちづくりを進
めます

第２次長崎市歯科口腔保健
推進計画

令 和 ６ 年 度
～

令 和 17 年 度

歯科口腔保健の推進を通して市民の健康の維持・増進を図
るために、「歯科口腔保健の推進に関する法律」に基づき定
められた基本的事項（第二次）を踏まえ、長崎市の実情に応
じた歯科口腔保健の推進に関する総合的、計画的な施策を
示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/6171.html

F7
こころもからだも健康で安心
して暮らせるまちづくりを進
めます

長崎市新型インフルエンザ等
対策行動計画

令 和 ７ 年 度
～

「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づき、政府行
動計画及び長崎県行動計画を踏まえ、新型インフルエンザ
等感染症の発生の段階や状況の変化に応じた対応ができ
るよう、対策の選択肢を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3505.html

F7
こころもからだも健康で安心
して暮らせるまちづくりを進
めます

長崎市こども計画【再掲】
令 和 ７ 年 度

～
令 和 12 年 度

「こども基本法」に基づき、こどもや若者の意見を反映させな
がら、長崎市のこども・子育てに関する基本的な方針、施策
の方向性を示すものであり、既存の長崎市子ども・子育て支
援事業計画及び長崎市貧困対策推進計画を包含するも
の。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/site/e-kao/6506.html

F7
こころもからだも健康で安心
して暮らせるまちづくりを進
めます

長崎市感染症予防計画
令 和 ５ 年 度

～
普段から感染症の発生及びまん延を防止することに重点を
置いた、事前対応型の感染症対策を定めるもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/6136.html

Ｆ
私たちは「み
んなで支え

合い、だれも
が健康にい
きいきと暮ら
せるまち」を
めざします

https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/47568.pdf
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/47568.pdf
https://www.city.nagasaki.lg.jp/site/e-kao/6506.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/6124.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3276.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3885.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/6127.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/6171.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3505.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/site/e-kao/6506.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/6136.html
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Ｆ
私たちは「み
んなで支え

合い、だれも
が健康にい
きいきと暮ら
せるまち」を
めざします

F7
こころもからだも健康で安心
して暮らせるまちづくりを進
めます

長崎市食品衛生監視指導計
画

令 和 ７ 年 度
～

食品等事業者に対する食品監視に関する計画を定めるも
の。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/soshiki/51/

G1
新たな時代を生き抜く子ど
もを育みます

第５次長崎市教育振興基本
計画【再掲】

令 和 ８ 年 度
～

令和１１年度

「教育基本法」に基づき、地域の実情に応じた教育の振興
のための施策に関する基本的な計画を定めるもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1389.html

G1
新たな時代を生き抜く子ど
もを育みます

長崎市立小学校・中学校にお
ける規模の適正化と適正配
置の基本方針

平 成 29 年 度
～

児童生徒が集団生活の中で活気に満ちた活動ができる学
校規模を確保するための方針を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5685.html

G1
新たな時代を生き抜く子ど
もを育みます

第三次長崎市子ども読書活
動推進計画

令 和 ４ 年 度
～

令 和 ８ 年 度

「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づき、子ども
の読書活動推進にあたっての基本的な方向と具体的方策
を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/72100.html

G1
新たな時代を生き抜く子ど
もを育みます

長崎市芸術文化振興プラン
【再掲】

令 和 ７ 年 度
～

長崎市の芸術文化活動の振興に関する様々な施策を総合
的かつ計画的に推進していくための方策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/52232.html

G1
新たな時代を生き抜く子ど
もを育みます

長崎市公共施設等総合管理
計画

平 成 27 年 度
～

令 和 11 年 度

本市が保有する公共施設やインフラ施設について、総合的
かつ計画的な管理を推進するための基本的な考え方を示
すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3414.html

G1
新たな時代を生き抜く子ど
もを育みます

長崎市こども計画【再掲】
令 和 ７ 年 度

～
令 和 12 年 度

「こども基本法」に基づき、こどもや若者の意見を反映させな
がら、長崎市のこども・子育てに関する基本的な方針、施策
の方向性を示すものであり、既存の長崎市子ども・子育て支
援事業計画及び長崎市貧困対策推進計画を包含するも
の。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/site/e-kao/6506.html

G1
新たな時代を生き抜く子ど
もを育みます

「GIGAスクール構想第２期」を
見据えたICT環境整備計画

令 和 ６ 年 度
～

令 和 10 年 度

GIGAスクール構想第２期の確実な実現に向け、「１人１台端
末の整備・更新・利活用」「ネットワーク環境の整備」「校務
DX 計画の推進」を行うための計画を示すもの。

https://www.nagasaki-city.ed.jp/ajisai/wp-
content/uploads/2025/06/ICT_plan2025.pdf

G1
新たな時代を生き抜く子ど
もを育みます

学校施設長寿命化計画
令 和 ２ 年 度

～
令 和 11 年 度

個別の学校施設において、状況に応じて従来の建替えのほ
か、長寿命化事業を実施することによる教育環境の質的改
善等を検討するとともに、適切な時期に必要な対策ができる
よう施設整備の優先順位を設定しつつ、これに要するコスト
縮減と財政負担の平準化を図ることを目的として計画を定
めるもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/191
50.pdf

G1
新たな時代を生き抜く子ど
もを育みます

第３期長崎市教育大綱
令 和 ８ 年 度

～
令 和 12 年 度

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改
正する法律」（平成27年4月1日施行）により、地方公共団体
の長にその策定が義務付けられたもので、教育の目標や施
策の根本的な方針を定めるもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3894.html

Ｇ
私たちは「未
来を創る人

を育み、だれ
もが学び、楽
しみ続けら
れるまち」を
めざします

https://www.city.nagasaki.lg.jp/soshiki/51/
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1389.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5685.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/72100.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3414.html
https://www.nagasaki-city.ed.jp/ajisai/wp-content/uploads/2025/06/ICT_plan2025.pdf
https://www.nagasaki-city.ed.jp/ajisai/wp-content/uploads/2025/06/ICT_plan2025.pdf
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/19150.pdf
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/19150.pdf
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3894.html
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G2
だれもが生涯を通じていき
いきと学べる社会をつくりま
す

第５次長崎市教育振興基本
計画【再掲】

令 和 ８ 年 度
～

令和１１年度

「教育基本法」に基づき、地域の実情に応じた教育の振興
のための施策に関する基本的な計画を定めるもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1389.html

G2
だれもが生涯を通じていき
いきと学べる社会をつくりま
す

第三次長崎市子ども読書活
動推進計画【再掲】

令 和 ４ 年 度
～

令 和 ８ 年 度

「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づき、子ども
の読書活動推進にあたっての基本的な方向と具体的方策
を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/72100.html

G3
スポーツ・レクリエーション
活動を推進します

第５次長崎市教育振興基本
計画【再掲】

令 和 ８ 年 度
～

令和１１年度

「教育基本法」に基づき、地域の実情に応じた教育の振興
のための施策に関する基本的な計画を定めるもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1389.html

G4
芸術文化あふれる暮らしを
創出します

第５次長崎市教育振興基本
計画【再掲】

令 和 ８ 年 度
～

令和１１年度

「教育基本法」に基づき、地域の実情に応じた教育の振興
のための施策に関する基本的な計画を定めるもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1389.html

G4
芸術文化あふれる暮らしを
創出します

長崎市芸術文化振興プラン
【再掲】

令 和 ７ 年 度
～

長崎市の芸術文化活動の振興に関する様々な施策を総合
的かつ計画的に推進していくための方策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/52232.html

H1
多様な主体が情報共有しな
がら参画と協働によるまち
づくりを進めます

みんなで、す～で！長崎虹色
プロジェクト【長崎市地域まち
づくり計画】【再掲】

令 和 ８ 年 度
～

令 和 12 年 度

長崎市よかまちづくり基本条例の趣旨にのっとり、安定的か
つ持続可能な地域におけるまちづくりをさらに進めていくた
め、目指す地域の姿やその実現に向けた支援策などを示す
もの。
※社会福祉法に基づく地域福祉計画を包含

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4757.html

H2
市民に信頼される市役所に
します

長崎市公共施設等総合管理
計画【再掲】

平 成 27 年 度
～

令 和 11 年 度

本市が保有する公共施設やインフラ施設について、総合的
かつ計画的な管理を推進するための基本的な考え方を示
すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3414.html

H2
市民に信頼される市役所に
します

第２次長崎市職員ワークライ
フバランス推進計画

令 和 ８ 年 度
～

令 和 12 年 度

次世代育成支援対策推進法第19条及び女性の職業生活に
おける活躍の推進に関する法律第15条に基づく特定事業主
行動計画であり、育児・介護等と仕事の両立を目指す職員
をはじめ、長崎市全職員のワークライフバランスの実現を目
指し具体的な取組等を定めるもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1714.html

H2
市民に信頼される市役所に
します

第3期長崎広域連携中枢都市
圏ビジョン

令 和 ８ 年 度
～

令 和 12 年 度

長崎市、長与町、時津町で形成する長崎広域連携中枢都
市圏の中長期的な将来像や具体的取組みを示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3786.html

H2
市民に信頼される市役所に
します

長崎市ＤＸ推進計画【再掲】
令 和 ４ 年 度

～
令 和 12 年 度

市民の暮らしやすさや訪れる人の過ごしやすさに貢献する
ため、様々な先端技術を活用し、地域経済の発展と地域課
題の解決を実現する「都市のデジタル化」と、業務等を標準
化することで持続可能な形で行政サービスを提供していく
「行政のデジタル化」を戦略的かつ計画的に推進するため
の基本方針と具体的施策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5249.html

H2
市民に信頼される市役所に
します

第2期長崎市行政経営プラン
令 和 ７ 年 度

～
令 和 12 年 度

限られた経営資源の中で、必要な行政サービスの提供や、
市民サービスを維持・向上させていけるよう、新たな行財政
改革の基本理念や方向性などを定めたもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/51898.html

Ｇ
私たちは「未
来を創る人

を育み、だれ
もが学び、楽
しみ続けら
れるまち」を
めざします

Ｈ
私たちは「参
画と協働に
よるまちづく
りと確かな行
政経営を進
めるまち」を
めざします

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1389.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/72100.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1389.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1389.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/52232.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4757.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3414.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1714.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3786.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5249.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/51898.html
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後期基本計画の各施策に関連する個別計画のうち、各分野における大きな方針や方向性等を定めた計画の一覧です。

H2
市民に信頼される市役所に
します

長崎市公共施設マネジメント
地区別計画

平 成 30 年 度
～

令 和 11 年 度

「長崎市公共施設等総合管理計画」に基づき策定したもの
で、平成27年2月に策定した「長崎市公共施設の用途別適
正化方針」で示す、行政サービス分野ごとの公共施設の将
来の方向性、及び将来の施設配置についての基本的な市
の考え方をもとに、地域の事情を考慮し、実施計画として示
すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3414.html

H2
市民に信頼される市役所に
します

長崎市人事戦略
令 和 ６ 年 度

～
令 和 12 年 度

本市の人材獲得、人材育成、人材活用及び職場環境整備
に関する人事施策全般の方針と施策を示すもの。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/6346.html

Ｈ
私たちは「参
画と協働に
よるまちづく
りと確かな行
政経営を進
めるまち」を
めざします

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3414.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/6346.html

